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市民参加手続実施状況シート（総括表） 

 

【担当課・グループ名】 総務課 共通番号制度グループ 

行政活動（計画の策定・変更、条例の制定・改廃、制度の導入・改廃等） 

名 称 

四街道市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用に関する条例（旧名称・四街道市行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例）の制定 

概 要 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年

法律第27号。以下「法」という。）第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号

に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるもの。 

市民参加手続の 

対象とする根拠 

（条例第6条） 

□ 第1項第1号（市の基本構想、基本計画などの計画の策定・変更） 

□ 第1項第2号（市の基本方針を定める条例の制定・改廃） 

☑ 第1項第3号（市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃） 

□ 第1項第4号（大規模な市の施設の設置計画の策定・改廃） 

□ 第1項第5号（市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃） 

□ 第1項第6号（行政手続条例に規定する審査基準等の制定・改廃） 

□ 第4項    （上記以外の行政活動） 

計画等決定時期 *1 27年 12 月 17日 行政活動実施時期*2 28年 1月１日 実施段階(PDCA)*3 P 

*1･･･市民参加手続を経て、計画等を決定した日を記載 

*2･･･計画等の決定を経て、行政活動の実施をした日を記載（未実施の場合は、予定日を記載） 

*3･･･当該行政活動の実施段階を記載（P：構想段階・計画案策定段階、D：実施段階、C：評価段階、A：見直し段階） 

市民参加手続を実施しなかった場合（第 6 条第 2 項） 

根拠条項  詳しい理由  

市民参加手続の実施（条例第 7 条第 1 項） 

市民参加手続名称 方法名・会議名 
周知時期 

（公告日等）*1 
実施時期 参加者数*2 

結果公表時期 

（公告日等） 

意見提出手続 
（第 1 号） 

条例（案）に係る意見

提出 
27 年 9 月 30 日 

27 年 10 月 1 日 

～10 月 30 日 

0 人 
27 年 11 月 4 日 

0 件 

意見交換会手続 
（第 2 号） 

    人  

審議会等手続 
（第 3 号） 

   
 人 

 
（ ） 人 

市民会議手続 
（第 4 号） 

条例（案）作成検討会 27 年 4 月 15 日 27 年 5 月 23 日 6 人 27 年 9 月 30 日 

その他の方法 
（第 5 号） 

    人  

*1･･･市民会議手続：公募委員募集時期等 

*2･･･意見提出手続：上段に提出者数、下段に件数、審議会等手続：上段に傍聴者延べ数、下段に審議会等委員数（カッコ内に公

募委員数）、その他の方法：サンプル数等 

規定（予定）の市民参

加手続を実施しなかっ

た場合の理由 

 


